
 
 

松 戸 市 若 年 が ん 患 者 在 宅 療 養 支 援 事 業 補 助 金 交 付 要 綱  

  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 介 護 保 険 制 度 等 の 対 象 に な ら な い 在 宅 療 養 を 行 う 若 年

の が ん 患 者 が 、 住 み 慣 れ た 自 宅 で 最 期 ま で 自 分 ら し く 安 心 し て 日 常 生 活 を

送 れ る よ う 、 在 宅 サ ー ビ ス 利 用 に 要 し た 費 用 の 一 部 を 補 助 す る こ と （ 以 下

「 支 援 事 業 」と い う 。）に よ り 、若 年 が ん 患 者 及 び そ の 家 族 の 負 担 軽 減 を 図

る こ と を 目 的 と す る 。  

 

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、若 年 の が ん 患 者 と は 、40 歳 未 満 の 者 で あ っ て 、

が ん （ 医 師 が 一 般 に 認 め ら れ て い る 医 学 的 知 見 に 基 づ き 回 復 の 見 込 み が な

い 状 態 に 至 っ た と 判 断 し た こ と に よ り 治 癒 を 目 的 と し た 治 療 を 行 わ な い

も の に 限 る 。） に り 患 し て い る も の と 定 め る 。  

 

（ 利 用 対 象 者 ）  

第 ３ 条  支 援 事 業 に よ る 補 助 金 の 対 象 と な る 者（ 以 下「 利 用 対 象 者 」と い う 。）

は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 要 件 の い ず れ に も 該 当 す る 者 と す る 。  

(1)本 市 に 居 住 し 、 か つ 、 本 市 の 住 民 基 本 台 帳 に 記 録 さ れ て い る こ と 。  

(2)若 年 の が ん 患 者 で あ る こ と 。  

(3)在 宅 生 活 の 支 援 や 介 護 が 必 要 で あ る こ と 。  

 

（ 支 援 事 業 の 対 象 経 費 ）  

第 ４ 条  支 援 事 業 に よ る 補 助 の 対 象 と な る 経 費 は 、 利 用 対 象 者 を 介 護 保 険 法

（ 平 成 9 年 法 律 第 123 号 ）第 7 条 第 3 項 に 規 定 す る 要 介 護 者 と み な し た

な ら ば 適 用 さ れ る 次 に 掲 げ る サ ー ビ ス（ 以 下「 サ ー ビ ス 」と い う 。）の 利 用

に 要 し た 費 用 と す る 。  

(1)訪 問 介 護  

介 護 保 険 法 第 8 条 第 2 項 の 訪 問 介 護 に 相 当 す る サ ー ビ ス  

(2)訪 問 入 浴 介 護  

介 護 保 険 法 第 8 条 第 3 項 の 訪 問 入 浴 介 護 に 相 当 す る サ ー ビ ス  

(3)ケ ア マ ネ ジ ャ ー（ 介 護 支 援 専 門 員 ）に よ る 支 援 事 業 の 使 用 に あ た る 際 の

居 宅 サ ー ビ ス 計 画 の 作 成 に 係 る 費 用  

(4)福 祉 用 具 の 貸 与  



 
 

介 護 保 険 法 第 8 条 第 12 項 の 福 祉 用 具 の 貸 与 に 相 当 す る サ ー ビ ス  

(5 )福 祉 用 具 の 購 入  

介 護 保 険 法 第 8 条 第 13 項 の 購 入 に 相 当 す る サ ー ビ ス  

(6)支 援 事 業 の 申 請 に 必 要 な 医 師 の 意 見 書 作 成 に 係 る 費 用  

(7)通 院 等 に 係 る タ ク シ ー 運 賃  

 

（ 支 給 の 制 限 ）  

第 ５ 条  利 用 対 象 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 補 助 金 の 全

部 又 は 一 部 を 支 給 し な い 。  

(1)サ ー ビ ス の 利 用 に 係 る 利 用 料 （ 以 下 「 利 用 料 」 と い う 。） に つ い て 、 他

の 事 業 に お い て 、 前 条 に 規 定 す る サ ー ビ ス と 同 様 の サ ー ビ ス を 利 用 し て

い る 者 又 は 利 用 す る こ と が で き る 者  

(2)前 項 の 他 の 事 業 と は 、障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す    

 る た め の 法 律 （ 平 成 17 年 法 律 第 123 号 ） 第 5 条 に 掲 げ る 障 害 福 祉 サ  

ー ビ ス 若 し く は 同 法 第 ７ ７ 条 に 規 定 す る 地 域 生 活 支 援 事 業 及 び 小 児 慢  

性 特 定 疾 病 児 童 日 常 生 活 用 具 の 給 付 、 そ の 他 の 規 則 等 で 定 め る 事 業 と す  

る 。  

(3)そ の 他 市 長 が 補 助 金 の 支 給 を 不 適 当 と 認 め る と き 。  

 

（ サ ー ビ ス 提 供 事 業 者 ）  

第 ６ 条  第 ４ 条 に 掲 げ る サ ー ビ ス に つ い て は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 要 件 に 該

当 す る こ と 。  

(1)第 4 条 第 1 項 か ら 第 5 項 に 掲 げ る サ ー ビ ス に つ い て は 、 介 護 保 険 法 に

基 づ く 介 護 保 険 指 定 事 業 者 の 指 定 を 受 け た 事 業 者 等 と す る 。  

(2)第 4 条 第 6 項 に 掲 げ る サ ー ビ ス に つ い て は 、 対 象 者 の 主 治 医 の 在 籍 す

る 医 療 機 関 と す る 。  

(3)第 4 条 第 7 項 に 掲 げ る サ ー ビ ス に つ い て は 、 関 係 法 令 に 遵 守 し た 事 業

者 と す る 。  

 

（ 補 助 金 の 額 ）  

第 ７ 条  第 4 条 に 掲 げ る 利 用 料 の う ち 、補 助 金 の 額 は 、次 に 掲 げ る も の と

す る 。た だ し 、第 5 条 に 掲 げ る 、他 の 事 業 で 同 様 の サ ー ビ ス を 受 け て い

る 場 合 は 、 次 の 第 １ 項 ① 、 ② の と お り 、 当 該 利 用 料 は 対 象 外 と す る 。  

(1)１ か 月 当 た り の 利 用 上 限 額 （ 基 準 額 ） を 80,000 円 と し 、 １ ０ 分 の ９



 
 

に 相 当 す る 額 の 72,000 円 を 補 助 上 限 額 と す る 。（ 当 該 額 に １ 円 未 満 の

端 数 が 生 じ た と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て る 。）  

た だ し 、 第 ４ 条 第 ６ 項 「 支 援 事 業 の 申 請 に 必 要 な 医 師 の 意 見 書 作 成 に 係

る 費 用 」は 、利 用 料 上 限 額 の 内 ５ ,000 円 ま で と す る 。第 ４ 条 第 ７ 項「 通

院 等 に 係 る タ ク シ ー 運 賃 」 は 利 用 料 上 限 額 の 内 20,000 円 ま で と す る 。 

 

①  障 害 福 祉 サ ー ビ ス は 利 用 で き る が 、「 福 祉 用 具 の 貸 与 」 が 障 害 福 祉 サ ー

ビ ス に 該 当 が な い た め 、支 援 事 業 で 第 ４ 条 第 ４ 項 に 掲 げ る サ ー ビ ス を 利

用 す る 場 合 、 １ か 月 あ た り の 利 用 上 限 額 は 60,000 円 と す る 。  

 

②  障 害 福 祉 サ ー ビ ス 若 し く は 小 児 慢 性 特 定 疾 病 児 童 日 常 生 活 用 具 の 給 付

を 利 用 し て い る 、又 は い ず れ も 利 用 し て な い が 利 用 で き る 方 が 、支 援 事

業 で 第 ４ 条 第 ６ 項 及 び 7 項 に 掲 げ る サ ー ビ ス の み 利 用 す る 場 合 、 １ か

月 あ た り の 利 用 上 限 額 は ２ ５ ,000 円 と す る 。  

 

(2)利 用 対 象 者 の 自 己 負 担 額 は 、前 項 の 各 サ ー ビ ス の 利 用 料 の 10 分 の １ に

相 当 す る 額 及 び 各 サ ー ビ ス の 利 用 上 限 額（ 基 準 額 ）を 超 え た 金 額 と な る 。 

 

(3)前 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、生 活 保 護 法（ 昭 和 25 年 法 律 第 144 号 ）

第 6 条 第 1 項 に 規 定 す る 被 保 護 者 に つ い て は 、利 用 料 の 10 分 の 10 に

相 当 す る 額 と し 、 1 か 月 当 た り の 補 助 金 の 上 限 額 は 80,000 円 と な る 。

た だ し 、 第 ４ 条 第 ６ 項 及 び 第 ７ 項 の 利 用 料 上 限 額 は 前 第 １ 項 に 準 ず る 。

自 己 負 担 額 は 、各 サ ー ビ ス の 利 用 上 限 額（ 基 準 額 ）を 超 え た 金 額 と す る 。  

 

（ 利 用 申 請 ）  

第 ８ 条  こ の 事 業 を 利 用 し よ う と す る 者（ 以 下「 申 請 者 」と い う 。）は 、松 戸

市 若 年 が ん 患 者 在 宅 療 養 支 援 事 業 利 用 申 請 書（ 第 1 号 様 式 ）に 、松 戸 市 若

年 が ん 患 者 在 宅 療 養 支 援 事 業 の 利 用 に 係 る 主 治 医 意 見 書（ 第 2 号 様 式 ）を

添 え て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 住 民 票 の 写 し に つ い て

は 、 申 請 者 の 同 意 を 得 て 市 長 が 公 簿 等 に よ っ て 確 認 で き る と き は 、 当 該 書

類 を 省 略 す る こ と が で き る 。  

 

２  松 戸 市 若 年 が ん 患 者 在 宅 療 養 支 援 事 業 の 利 用 に 係 る 主 治 医 意 見 書 （ 第 2

号 様 式 ） に つ い て は 、 や む を 得 な い 場 合 に は 申 請 書 の 提 出 日 後 に 提 出 す る



 
 

こ と が で き る 。 そ の 場 合 、 市 は 主 治 医 の 在 籍 す る 医 療 機 関 に 意 見 書 作 成 の

依 頼 状 況 及 び 利 用 対 象 者 の 病 状 等 を 確 認 す る こ と に 同 意 を 得 る 。  

 

３  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た と き は 、 速 や か に 、 利 用 の 可 否

を 決 定 し 、第 3 条 に 規 定 す る 利 用 対 象 者 に 該 当 す る と 認 め る と き は 、松 戸

市 若 年 が ん 患 者 在 宅 療 養 支 援 事 業 利 用 決 定 （ 却 下 ） 通 知 書 （ 第 ３ 号 様 式 ）

に よ り 、 申 請 者 に 通 知 す る 。  

 

（ 変 更 、 中 止 の 届 出 ）  

第 9 条  申 請 者 は 、支 援 事 業 の 利 用 期 間 中 に お い て 、次 の 各 号 の い ず れ か に

該 当 し た と き は 、 松 戸 市 若 年 が ん 患 者 在 宅 療 養 支 援 事 業 利 用 変 更 （ 中 止 ）

届 出 書（ 第 4 号 様 式 ）に よ り 、速 や か に そ の 旨 を 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な

ら な い 。  

(1)住 所 等 申 請 内 容 に 変 更 が 生 じ た と き  

(2)支 援 事 業 を 利 用 す る 必 要 が な く な っ た と き  

(3)第 3 条 各 号 に 定 め る 、 利 用 対 象 者 に 該 当 し な く な っ た と き  

 

（ 対 象 サ ー ビ ス の 利 用 開 始 ）  

第 10 条  第 4 条 第 1 項 か ら 第 5 項 に 掲 げ る サ ー ビ ス の 利 用 開 始 は 、 事 前

に 申 請 者 と サ ー ビ ス 提 供 事 業 者 の 間 で サ ー ビ ス 内 容 に つ い て 協 議 し た 上

で 、 必 要 に 応 じ て 契 約 等 を 行 い 、 申 請 者 が サ ー ビ ス 提 供 事 業 者 へ 依 頼 し 開

始 す る 。  

 

（ 交 付 申 請 及 び 請 求 ）  

第 11 条  第 8 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 決 定 を 受 け た 者 は 、 第 4 条 に 掲 げ る

サ ー ビ ス を 利 用 し た 日 か ら 起 算 し て 1 年 以 内 に 、月 単 位 又 は 複 数 月 を 月 単

位 に 取 り ま と め て 、 松 戸 市 若 年 が ん 患 者 在 宅 療 養 支 援 事 業 補 助 金 交 付 申 請

書 兼 請 求 書 （ 第 5 号 様 式 ）、 サ ー ビ ス 利 用 報 告 書 （ 第 5 号 様 式 別 紙 ） に 、

次 の 書 類 を 添 え て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 ま た 、 利 用 料 は 、 第

8 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 利 用 申 請 書（ 第 １ 号 様 式 ）が あ っ た 日 の 属 す る 月

の １ 日 付 け ま で さ か の ぼ り 支 援 事 業 の 対 象 と す る こ と が で き る 。  

 

(1)領 収 書  

(2)利 用 内 容 が 確 認 で き る 明 細 書 の 写 し（ サ ー ビ ス 提 供 事 業 者 か ら 発 行 さ れ



 
 

た も の ： 利 用 日 、 内 容 、 回 数 、 金 額 等 が 確 認 で き る も の ）  

(3)通 院 等 に 係 る タ ク シ ー 運 賃 の 場 合 、通 院 に 利 用 し た こ と を 確 認 で き る 書

類 の 写 し （ 運 賃 の 領 収 書 、 診 療 報 酬 明 細 書 の 写 し ）  

(4)委 任 状 （ 第 6 号 様 式 ）  

第 8 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 利 用 申 請 書（ 第 １ 号 様 式 ）の 受 任 者（ 乙 ）に

記 載 し た 以 外 の 者 が 申 請 す る 場 合 は 提 出 す る こ と 。  

(5)受 領 委 任 払 い 同 意 書 （ 第 7 号 様 式 ）  

  受 領 委 任 払 い の 場 合 ： 申 請 者 が サ ー ビ ス 提 供 事 業 者 か ら 同 意 を 得 た 上 で     

  提 出 す る こ と 。  

 

2  交 付 の 請 求 は 、 次 の い ず れ か の 方 法 を 選 択 で き る 。  

(1)  償 還 払 い  

申 請 者 は 、サ ー ビ ス 提 供 事 業 者 か ら 請 求 さ れ た 額 を い っ た ん 全 額 支 払 う 。

そ の 後 、 市 は 、 申 請 者 か ら の 請 求 を 受 け 補 助 額 を 支 払 う 。  

 

(2)  受 領 委 任 払 い  

①  申 請 者 は 、サ ー ビ ス 提 供 事 業 者 に 自 己 負 担 金 を 支 払 う 。そ の 後 、市 は 、

サ ー ビ ス 提 供 事 業 者 か ら の 請 求 を 受 け 、 補 助 額 を 支 払 う 。  

②  申 請 者 は 、 サ ー ビ ス 提 供 事 業 者 か ら 、 受 領 委 任 払 い が 可 能 で あ る こ と

の 同 意 書（ 受 領 委 任 払 い 同 意 書（ 第 7 号 様 式 ））を 市 に 提 出 す る こ と 。  

③  第 4 条 第 6 項 の サ ー ビ ス は 対 象 外 と す る 。  

 

（ 交 付 の 決 定 ）  

第 12 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 交 付 申 請 及 び 請 求 が あ っ た と き は 、 速

や か に そ の 内 容 を 審 査 し 、 補 助 金 の 交 付 の 可 否 を 決 定 し 、 松 戸 市 若 年 が ん

患 者 在 宅 療 養 支 援 事 業 補 助 金 交 付 決 定 （ 却 下 ） 通 知 書 （ 第 ８ 号 様 式 ） に よ

り 、 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

 

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 決 定 を し た と き は 、 速 や か に 補 助 金 を 交 付 す

る も の と す る 。  

 

（ 補 助 金 の 返 還 ）  

第 13 条  市 長 は 、 補 助 金 の 交 付 を 受 け た 者 が 偽 り そ の 他 不 正 な 手 段 に よ り

補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 受 け た 、 又 は こ の 要 綱 に 違 反 し た と 認 め ら れ る と き



 
 

は 、 そ の 者 に 対 し 期 限 を 定 め て 当 該 補 助 金 の 返 還 を 命 ず る も の と す る 。  

 

（ 補 則 ）  

第 14 条  こ の 要 綱 定 め る も の の ほ か 、支 援 事 業 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、

市 長 が 別 に 定 め る 。  

 

附 則  

（ 施 行 期 日 等 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 5 年 7 月 １ 日 か ら 施 行 し 、 同 年 4 月 1 日 か ら 適 用 す

る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  令 和 5 年 4 月 1 日 か ら こ の 要 綱 の 施 行 の 日 の 前 日 ま で の 間 に 第 4 条 に    

掲 げ る サ ー ビ ス を 利 用 し た 者 に つ い て は 、 令 和 5 年 4 月 1 日 ま で さ か の

ぼ り 支 援 対 象 と す る こ と が で き る 。  


